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、佐土原町伊倉、佐土原町石崎１丁目、佐土原町石崎２丁目

佐土原町石崎３丁目、佐土原町松小路、佐土原町下那珂の一

宮崎県告示第 292号の２ 部（檍、薗内、岩瀬、五反田、南田、曲田、橋口、堤下、押

家畜伝染病の家畜等の移動の制限の変更（平成22年宮崎県告示第 ヶ崎、鳥越、久保田、浮橋を除く）、佐土原町東上那珂の一

276号の３）を次のとおり変更する。 部（和泉、中ノ丸、後迫、弓ヶ谷、内田、城ヶ迫、三合原、

平成22年５月13日 廻り山、桑木田、北ヶ迫、大久保を除く）及び佐土原町西上

宮崎県知事 東国原 英 夫 那珂の一部（小丸、中畑、森園、枦鹿野、永迫、南河内、松

１ 搬出を制限する区域 ヶ迫、元屋敷、山田、山ノ口、真米、河内、上ノ迫、長薗原

 搬出を制限する家畜の種類 、縄手、下相作、待居廻、畑ヶ迫を除く）

牛、水牛、めん羊、山羊、豚、しか及びいのしし（生体に限 ２ 移動を制限する区域

る。）  移動を制限する家畜の種類

 搬出を制限する物品 牛、水牛、めん羊、山羊、豚、しか及びいのしし（生体に限

病原体をひろげるおそれのある物品 る。）

 搬出を制限する区域  移動を制限する物品

平成22年宮崎県告示第 276号の３の１のに掲げる区域に、 病原体をひろげるおそれのある物品

以下の区域を追加する。  移動を制限する区域

ア 西都市大字三納の一部（大瀧下、中浦田、清水兼、上浦田 平成22年宮崎県告示第 276号の３の２のに掲げる区域に、

及び吹山）、大字平郡の一部（飯廻、城内、小原、中之原及 以下の区域を追加する。

び向原）、及び大字山田の一部（川原、下水流、袋島、古川 ア 西都市大字右松の一部（原無田）、大字調殿の一部（弥内

、前田及び馬場田）、大字荒武の一部（彦田、大坪、城平、 迫及び原無田）、大字茶臼原の一部（轟及び春日）、大字穂

浜迫、亀割、仮田、園田、山宮、大知ヶ廻、土橋、養十院、 北の一部（榎木田及び上野）及び大字南方の一部（興惣次堀

大久保、佐土ヶ廻、佐土ヶ浜、論田、梅ヶ当、藤蔵原、八幡 、松迫、吉ヶ迫、一ノ迫、大塚原及び柳迫）

迫、木屋下、財ヶ廻、清田、八幡田及び馬場田）、大字岩爪 イ 高鍋町大字南高鍋の一部（妻道南、日置牧、上永谷、前古

の一部（大丸、和泉ヶ廻、次貫田、内之畑、畑、五百田、通 場、肥後牧、上地頭用、地蔵坂下、肥後坂下、鷲々久保、前

迫、七百田、正ブ廻、元村、堂床、境田、丸岡、春田、四反 牟田、馬込、蓑添、永谷権現下、小落水及び下永谷）

田、吉ノ丸、山下、赤迫、伏ヶ迫、園田、長山及び草場）、 ウ 新富町大字三納代の一部（五反丸及び北原牧）及び大字日

大字鹿野田の一部（藤蔵原及び土橋）、大字加勢の一部（踊 置の一部（八反ヶ丸、小峯ヶ下、諏訪下、天神免、高野田、

迫、月中、外松原、平下、内ノ丸、七曲、土器田、下ノ原、 大丸田、大持田、荒神免、赤松、寅松、新山、小漆、毛作、

大番田、中子田、横山、原園、妙奥迫、前ヶ迫、南ヶ迫、下 山ノ口、佛坂、平川、見之平、越田、原口、上日置、松川、

松ヶ迫、鍛冶屋尻、宮園、宮ノ下、丸田、父ヶ迫、迫之口、 藤掛、押へ松、鯨ヶ尾、松ヶ櫛、馬渡、黒谷、永迫、西永迫

市位迫、松ヶ迫、師匠田、石尾河内、谷口、嶋畑、石坂、小 、板橋、西牧、石佛、東牧、壱ッ塚、新牧、赤禿並木附、下

丸、大丸、東ヶ迫、柳井迫、堀町及び菖蒲迫）、大字上三財 永牟田、赤禿、中永牟田、鶴ヶ牟田、漆山、平塚、綿打頭、

の一部（大原）及び大字下三財の一部（北田、西川、大内田 横尾、萬福寺上、西小牟田、東小牟田、佐山ノ上、西八ッ手

、永迫、亀塚原南、月中原、岩亀後、岩亀牟田、岩崎牟田、 ヶ棒、東八ッ手ヶ棒、五丁野地及び上永牟田）及び大字新田

湯言寺、岩崎、前田、新開、宮迫、山下、川久保、向江、三 の一部（有高、西牟田、中別府、前原、西ノ田、黒坂、鵜戸

反田、下中川原、上中川原、角地、立山、下新田、北新田、 川、年神、下ノ田、北畦原、正右ェ門尾、大迫、音明寺、下

上新田、高山、今嶋、外園、古城屋敷、下ノ原、財野尾、権 迫田、大牟田、新橋、中原、大中原、吐合、下谷川、三財原

現原、霧島原、上原一、上原、上原二、新原一及び月中原一 、楠木迫、中之迫、下大迫、丸尾、浦田、貮斗蒔、五反丸及

） び門田）

イ 宮崎市佐土原町下田島、佐土原町上田島、佐土原町下富田


